
◇◆◇ 詳細は職業訓練コーナーにご相談ください ◇◆◇

令和8年度 帯広地域開催分：短期の訓練

 科目
（訓練施設※）

定
員

応募
受付期間

選考日
訓練
期間

目標資格

ＯＡ実務科Ⅰ
（センター）

15
名

3/17
～

4/20
4/23

5/8
～

9/7

コンピュータサービス
技能評価試験（CS試験）
ワープロ部門3、2級
表計算部門3、2級

介護実務科Ⅰ
（コア）

15
名

4/28
～

5/29
6/3

6/16
～

9/11

介護職員初任者研修修了 
等

経理事務科
（センター）

15
名

7/24
～

8/26
8/28

9/8
～

12/7

日商簿記検定3級
全経コンピュータ

会計能力検定3級
CS試験 表計算部門3級

ＯＡ基礎科
（コア）

15
名

7/31
～

8/31
9/2

9/15
～

11/27

CS試験
ワープロ部門3級
表計算部門3級

介護実務科Ⅱ
（コア）

15
名

10/9
～

11/13
11/18

12/1
～

 2/26

介護職員初任者研修修了 
等

ＯＡ実務科Ⅱ
（センター）

20
名

11/2
～

12/3
12/8

12/17
～

3/16

CS試験
ワープロ部門3級
表計算部門3級

実施予定一覧

※ センター：帯広職業能力開発センター（帯広市西22条北2丁目29-4）
 コア：帯広コア専門学校（帯広市西11条南41丁目3-5）

● ＯＡ基礎科・実務科：パソコン初級程度の操作、プレゼンテーション及び
 セキュリティを含めた職場での事務に合わせた実践的な実務及びビジネス
 マナーを習得できます。

● 介護実務科：介護における職務、老化・認知症・障害、医療との連携など
 を理解し、実技を通して介護技能及び業務上必要なスキルが習得できます。

● 経理事務科：経理事務に必要な簿記、会計の実務能力を身につけると共に
 パソコン技能（表計算）についても習得できます。

雇用保険を受給しな
がら受講可能！
雇用保険を受給でき
ない方も、要件を満
たせば月額10万円の
給付金が受け取れま
す。



訓練を受講できる方は？

■離職中または退職が確定していて転職希望の方。
週２０時間未満で勤務している方も対象となる場合があり

ますので、ご相談ください。

■ハローワークに求職登録して就職活動を行っており、希望
に合った仕事があればいつでも再就職できる方。

病気、けが、妊娠、育児、介護等ですぐに再就職できない
方は、状況が落ち着いてから受講を検討してください。

■希望する職種への就職に必要な知識・技能が不足しており、
訓練を受講することで就職の可能性が高まると思われる方。

注意：同じ内容の訓練に再受講はできません。
また、訓練受講後１年経過しなければ新たな受講は

できません。
自営業やフリーランス、クラウドソーシング

（非雇用型在宅勤務）を目指す方は受講できません。
応募まで複数回の職業相談が必要です。申込み期限

にお気を付け下さい。

職業訓練受講給付金とは？

■月額10万円 + 通所手当 + 寄宿手当
   （ 通所手当と寄宿手当は対象者のみ ）

■次の全てに当てはまる場合に支給を受けられる可能性があ
ります。詳細は必ず窓口でご確認ください。

① 雇用保険の被保険者ではない、または雇用保険を受給できない
② 本人収入（税引き前の給与、年金等）が月８万円以下
③ 世帯全体の収入が月３０万円以下
④ 世帯全体で保有する金融資産（預貯金、株式等）が３００万円以下
⑤ 現在住んでいるところ以外に本人名義の土地・建物を保有していない
⑥ 訓練を１回も欠席、遅刻、早退せずに出席できる

（やむを得ない理由があると認められる場合は例外あり）
⑦ 同世帯の方でこの給付金を同時期に受給している方がいない
⑧ 前回の給付金受給から６年以上経過している
⑨ 過去３年間に不正行為により国の給付金等の支給を受けていない

■平日９時～１６時まで、全日出席できる方。
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